
令和 4 年度技術士第二次試験問題〔建設部門〕9-10 施工計画施工設備及び積算【選沢科目Ⅱ】 

 

Ⅱ-1-3 労働安全衛生法施行令等の改正(2022 年 1 月完全施行)において,墜落による労働災害の

防止に関する規定等が改正された背景を説明せよ。また,その改正された内容について具体的に説

明せよ。 

 

解答 

1． 墜落による労働災害の防止に関する規定等改正の背景 

(ア) 建設工事での労働災害死亡者数は、令和元年度で 269 人にのぼり全産業労災死亡者の約

3 割を占める。 

(イ) その中でも墜落転落による死亡者は 4 割にのぼる。 

(ウ) 建設工事での高所作業で使用されていた胴ベルト型安全帯は、墜落時に内臓の損傷や胸

部等の圧迫による危険性が指摘されていた。 

(エ) 国内でも胴ベルト型安全帯の使用に関わる労災が確認されている。 

(オ) 安全な墜落防止器具の使用が必要とされている状況にあった。 

 

2． 改正された内容について 

(ア) 安全帯は墜落制止用器具に改められた。 

(イ) 墜落制止用器具として認められるのは、「胴ベルト型（一本吊り）」と、「ハーネス型（一

本吊り）」となり、「胴ベルト型（U 字吊り）」の使用は認められなくなった。 

(ウ) 墜落制止用器具はフルハーネス型が原則となるが、高さが 6.75m 以下の場合は胴ベルト

型（一本吊り）が使用できる。 

(エ) 高さが 2ｍ以上の箇所で作業床を設けることが困難な場合に、フルハーネス型器具を使

用して作業を行う際には、労働者は特別安全教育（学科 4.5h、実技 1.5h）を受けなけれ

ばならない。 

(オ) 旧規格の安全帯は、2022（令和 4）年 1 月 2 日以降は使用できなくなる。 

 

参考資料：建設業における労働災害の発生状況（建設業労働災害防止協会） 

労働災害発生状況の分析等（厚生労働省） 

安全帯が「墜落制止用器具」に変わります！ リーフレット（厚生労働省） 

「安全帯にかかる政省令の一部改正」説明会 資料（大阪労働局 労働基準部 安全課） 


